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(57)【要約】
　【課題】観察したい部位をより容易に判別できるよう
にする。
　【解決手段】超音波診断装置は、超音波プローブから
の第１の受信信号に基づいて、前記超音波プローブの超
音波送出方向に対応する第１の超音波画像を生成する第
１の画像処理部と、前記第１の超音波画像を表示する第
１の表示部と、前記超音波プローブからの第２の受信信
号に基づいて、前記超音波送出方向とは異なる方向に対
応する第２の超音波画像を生成する第２の画像処理部と
、ユーザーに視認可能に前記ユーザーに装着される、前
記第２の超音波画像を表示する第２の表示部と、前記第
１の画像処理部の動作と前記第２画像処理部の動作を切
り替え制御する切替部とを備える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　超音波プローブからの第１の受信信号に基づいて、前記超音波プローブの超音波送出方
向に対応する第１の超音波画像を生成する第１の画像処理部と、
　前記第１の超音波画像を表示する第１の表示部と、
　前記超音波プローブからの第２の受信信号に基づいて、前記超音波送出方向とは異なる
方向に対応する第２の超音波画像を生成する第２の画像処理部と、
　ユーザーに視認可能に前記ユーザーに装着される、前記第２の超音波画像を表示する第
２の表示部と、
　前記第１の画像処理部の動作と前記第２画像処理部の動作を切り替え制御する切替部と
を備える超音波診断装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の超音波診断装置であって、
　前記第２の画像処理部は、前記第２の受信信号に基づいて生成した３次元画像から、前
記ユーザーの視線方向と所定角度で交差する断面の断層画像を、前記第２の超音波画像と
して生成する
超音波診断装置。
【請求項３】
　請求項１に記載の超音波診断装置であって、
　前記第２の画像処理部は、前記第２の受信信号に基づいて生成した３次元画像から、前
記超音波プローブの向きと所定角度で交差する断面の断層画像を、前記第２の超音波画像
として生成する
超音波診断装置。
【請求項４】
　請求項２又は３に記載の超音波診断装置であって、
　前記第２の画像処理部は、前記所定角度で交差する複数の前記断面から、時間の経過と
ともに異なる断面を選択して前記断層画像を生成する
超音波診断装置。
【請求項５】
　請求項１に記載の超音波診断装置であって、
　前記ユーザーに装着されるカメラを備え、
　前記切替部は、前記カメラからの撮像画像に前記超音波プローブが含まれる場合に、前
記第２の画像処理部を動作させ、前記カメラからの撮像画像に前記超音波プローブが含ま
れない場合に、前記第１画像処理部を動作させる
超音波診断装置。
【請求項６】
　請求項１に記載の超音波診断装置であって、
　前記ユーザーに装着されるカメラと、
　前記カメラからの撮像画像から、前記超音波プローブの位置及び向きを検出する検出部
と、
　前記第１の超音波画像上の第１の関心位置を受け付け、前記第１の関心位置と、前記超
音波プローブの位置及び向きとに基づいて、前記第１の関心位置に対応する前記第２の超
音波画像上の第２の関心位置を設定する関心位置設定部と
を備え、
　前記第２の画像処理部は、前記第２の関心位置を合成した前記第２の超音波画像を生成
する
超音波診断装置。
【請求項７】
　請求項１に記載の超音波診断装置であって、
　前記ユーザーに装着されるカメラと、
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　前記カメラからの撮像画像から、前記超音波プローブの位置及び向きを検出する検出部
と、
　前記第２の超音波画像上の第１の関心位置を受け付け、前記第１の関心位置と、前記超
音波プローブの位置及び向きとに基づいて、前記第１の関心位置に対応する前記第１の超
音波画像上の第２の関心位置を設定する関心位置設定部と
を備え、
　前記第１の画像処理部は、前記第２の関心位置を合成した前記第１の超音波画像を生成
する
超音波診断装置。
【請求項８】
　請求項１に記載の超音波診断装置であって、
　前記第２の画像処理部は、前記第２の受信信号に基づいて３次元画像を生成し、
　前記超音波診断装置は、
　前記３次元画像から特徴を抽出した３次元モデルを生成するモデル生成部を備え、
　前記第２の画像処理部は、前記３次元モデルを前記ユーザーの視線方向から見た画像を
、前記第２の超音波画像として生成する
超音波診断装置。
【請求項９】
　請求項１に超音波診断装置であって、
　前記ユーザーにより移動可能な前記超音波プローブ
を備える超音波診断装置。
【請求項１０】
　超音波診断装置における超音波診断方法であって、
　超音波プローブからの第１の受信信号に基づいて、前記超音波プローブの超音波送出方
向に対応する第１の超音波画像を生成する第１の生成工程と、
　前記第１の超音波画像を第１の表示部に表示する第１の表示工程と、
　前記超音波プローブからの第２の受信信号に基づいて、前記超音波送出方向とは異なる
方向に対応する第２の超音波画像を生成する第２の生成工程と、
　ユーザーに視認可能に前記ユーザーに装着される第２の表示部に前記第２の超音波画像
を表示する第２の表示工程と、
　前記第１の生成工程と前記第２の生成工程を切り替える工程と
を含む超音波診断方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、超音波診断装置、及び超音波診断方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１には、超音波プローブからのエコー信号に基づいて第１の超音波画像を生成
し、スキャン領域の位置に基づいて第１の超音波画像から第２の超音波画像を生成し、第
２の超音波画像をゴーグル型のディスプレイに表示する、超音波診断装置が記載されてい
る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１２－１７０７４７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記の特許文献１の技術によれば、超音波プローブの位置に応じた超音波画像を観察す
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ることができる。しかし、実際の診断においては、観察したい部位を判別するためには、
ユーザーは、超音波プローブを様々な位置に移動させたり様々な方向に向かせたりする作
業を繰り返す必要がある。このような作業は、手間と時間が掛かる。特にユーザーにとっ
て高度なレベルの診断を行う場合には、さらに手間と時間が掛かる。従って、観察したい
部位を、より容易に判別できるようにすることが求められる。
【０００５】
　本発明は、観察したい部位をより容易に判別できるようにすることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記の課題を解決する本発明の一態様は、超音波診断装置であって、超音波プローブか
らの第１の受信信号に基づいて、前記超音波プローブの超音波送出方向に対応する第１の
超音波画像を生成する第１の画像処理部と、前記第１の超音波画像を表示する第１の表示
部と、前記超音波プローブからの第２の受信信号に基づいて、前記超音波送出方向とは異
なる方向に対応する第２の超音波画像を生成する第２の画像処理部と、ユーザーに視認可
能に前記ユーザーに装着される、前記第２の超音波画像を表示する第２の表示部と、前記
第１の画像処理部の動作と前記第２画像処理部の動作を切り替え制御する切替部とを備え
る。このようにすれば、２つ異なる方向の画像が切り替えて表示されるため、ユーザーは
観察したい部位（例えば、異常が推測される部位など）をより容易に判別できる。
【０００７】
　前記第２の画像処理部は、前記第２の受信信号に基づいて生成した３次元画像から、前
記ユーザーの視線方向と所定角度で交差する断面の断層画像を、前記第２の超音波画像と
して生成してもよい。このようにすれば、ユーザーは、視線方向に応じた断面を観察する
ことができる。
【０００８】
　前記第２の画像処理部は、前記第２の受信信号に基づいて生成した３次元画像から、前
記超音波プローブの向きと所定角度で交差する断面の断層画像を、前記第２の超音波画像
として生成してもよい。このようにすれば、超音波プローブの向きは静的であるため、視
線方向の変化に係わらず、ユーザーは安定した断層画像を観察することができる。
【０００９】
　前記第２の画像処理部は、前記所定角度で交差する複数の前記断面から、時間の経過と
ともに異なる断面を選択して前記断層画像を生成してもよい。このようにすれば、ユーザ
ーは、操作を行わなくても超音波送出方向と交差する断面を複数観察することができる。
【００１０】
　前記超音波診断装置は、前記ユーザーに装着されるカメラを備え、前記切替部は、前記
カメラからの撮像画像に前記超音波プローブが含まれる場合に、前記第２の画像処理部を
動作させ、前記カメラからの撮像画像に前記超音波プローブが含まれない場合に、前記第
１画像処理部を動作させてもよい。このようにすれば、ユーザーが観察対象を見ている場
合には第２の超音波画像が表示され、ユーザーが観察対象を見ていない（第１の表示部を
見ている）場合には、第１の超音波画像が表示されるため、簡単に切り替えを行える。
【００１１】
　前記超音波診断装置は、前記ユーザーに装着されるカメラと、前記カメラからの撮像画
像から、前記超音波プローブの位置及び向きを検出する検出部と、前記第１の超音波画像
上の第１の関心位置を受け付け、前記第１の関心位置と、前記超音波プローブの位置及び
向きとに基づいて、前記第１の関心位置に対応する前記第２の超音波画像上の第２の関心
位置を設定する関心位置設定部とを備え、前記第２の画像処理部は、前記第２の関心位置
を合成した前記第２の超音波画像を生成してもよい。このようにすれば、第１の超音波画
像上において設定した関心位置を、第２の超音波画像上において確認できるため、観察作
業の利便性が高くなる。
【００１２】
　前記超音波診断装置は、前記ユーザーに装着されるカメラと、前記カメラからの撮像画
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像から、前記超音波プローブの位置及び向きを検出する検出部と、前記第２の超音波画像
上の第１の関心位置を受け付け、前記第１の関心位置と、前記超音波プローブの位置及び
向きとに基づいて、前記第１の関心位置に対応する前記第１の超音波画像上の第２の関心
位置を設定する関心位置設定部とを備え、前記第１の画像処理部は、前記第２の関心位置
を合成した前記第１の超音波画像を生成してもよい。このようにすれば、第２の超音波画
像上において設定した関心位置を、第１の超音波画像上において確認できるため、観察作
業の利便性が高くなる。
【００１３】
　前記第２の画像処理部は、前記第２の受信信号に基づいて３次元画像を生成し、前記超
音波診断装置は、前記３次元画像から特徴を抽出した３次元モデルを生成するモデル生成
部を備え、前記第２の画像処理部は、前記３次元モデルを前記ユーザーの視線方向から見
た画像を、前記第２の超音波画像として生成してもよい。このようにすれば、断層画像が
表示される場合と比べて、立体的な広い範囲を一目で観察することができる。
【００１４】
　前記超音波診断装置は、前記ユーザーにより移動可能な前記超音波プローブを備えても
よい。このようにすれば、観察対象の様々な部位について、２つ異なる方向の超音波画像
を観察することができる。
【００１５】
　上記の課題を解決する本発明の他の態様は、超音波診断装置における超音波診断方法で
あって、超音波プローブからの第１の受信信号に基づいて、前記超音波プローブの超音波
送出方向に対応する第１の超音波画像を生成する第１の生成工程と、前記第１の超音波画
像を第１の表示部に表示する第１の表示工程と、前記超音波プローブからの第２の受信信
号に基づいて、前記超音波送出方向とは異なる方向に対応する第２の超音波画像を生成す
る第２の生成工程と、ユーザーに視認可能に前記ユーザーに装着される第２の表示部に前
記第２の超音波画像を表示する第２の表示工程と、前記第１の生成工程と前記第２の生成
工程を切り替える工程とを含む。このようにすれば、２つ異なる方向の画像が切り替えて
表示されるため、ユーザーは観察したい部位（例えば、異常が推測される部位など）をよ
り容易に判別できる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の第一実施形態に係る超音波診断装置の外観の一例を示す図である。
【図２】超音波診断装置の構成例を示すブロック図である。
【図３】断層画像の生成処理の一例を説明する図である。
【図４】断層画像の生成処理の他の例を説明する図である。
【図５】動作モードの切り替えを説明する図である。
【図６】動作モード決定処理の一例を示すフローチャートである。
【図７】画像表示処理（広範囲モード）の一例を示すフローチャートである。
【図８】本発明の第二実施形態に係る超音波診断装置の構成例を示すブロック図である。
【図９】関心位置の設定を説明する図である。
【図１０】関心位置設定処理（通常モード）の一例を示すフローチャートである。
【図１１】画像表示処理（広範囲モード）の一例を示すフローチャートである。
【図１２】本発明の第三実施形態に係る関心位置設定処理（広範囲モード）の一例を示す
フローチャートである。
【図１３】画像表示処理（通常モード）の一例を示すフローチャートである。
【図１４】本発明の第四実施形態に係る超音波診断装置の構成例を示すブロック図である
。
【図１５】画像表示処理（広範囲モード）の一例を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、本発明の複数の実施形態について、図面を参照して説明する。
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【００１８】
＜第一実施形態＞
　図１は、本発明の第一実施形態に係る超音波診断装置の外観の一例を示す図である。
【００１９】
　超音波診断装置１は、据え置型の装置である。超音波診断装置１は、観察プローブ２（
本発明の超音波プローブに相当する）と、ヘッド・マウント・ディスプレイ（Head Mount
 Display、以下では単に「ＨＭＤ」という）３とに、有線又は無線により接続される。
【００２０】
　観察プローブ２は、観察対象に対して超音波を送出し、観察対象内で生じた反射波（以
下「エコー信号」ともいう）を受信する、超音波プローブである。観察プローブ２には、
画像処理により観察プローブ２を検出するために使用されるマーカー２Ｍが設けられてい
る。
【００２１】
　本実施形態では、観察プローブ２には、例えば、２Ｄアレイ型（マトリクスアレイ型）
プローブ、機械式３次元プローブなどの、超音波プローブを使用する。観察プローブ２は
、超音波送出方向に沿った２次元平面をスキャンすることもできるし、３次元空間をスキ
ャンすることもできる。これにより、超音波診断装置１は、観察対象を異なる方向から観
察した超音波画像を表示して、観察したい部位の特定を容易にすることができる。
【００２２】
　なお、観察プローブ２は、２次元平面のスキャンに使用される場合には、例えば、ユー
ザーが手に持って移動させたり向きを変えたりすることで、観察対象の様々な部位をスキ
ャンすることができる。また、観察プローブ２は、３次元空間のスキャンに使用される場
合には、例えば、ユーザーが観察対象に対して位置及び向きを固定することで、その固定
場所で観察対象のスキャンを行う。
【００２３】
　ＨＭＤ３は、ユーザーの頭部に装着され、画像の表示や外界の撮像を行う装置である。
ＨＭＤ３は、例えば、透過型ゴーグルであり、ユーザーの視界を覆う部分に表示部（後述
する第２の表示部３１）が設けられ、ユーザーの視界に対応する方向を撮像するカメラ（
後述するカメラ３０）が設けられる。表示部は、例えば、透明なＬＣＤ（Liquid Crystal
 Display）であり、印加される電圧に応じて透過度が制御される。また、表示部は、例え
ば、超音波診断装置１から送られる超音波画像等を表示する。これにより、表示部は、外
界の像を透過させつつ、画像を表示することができる。
【００２４】
　もちろん、超音波診断装置１の構成態様は上述したものに限定されない。例えば、超音
波診断装置１は、タブレットＰＣ（Personal Computer）のような携行型であってもよい
。また、例えば、ＨＭＤ３は、透過型ゴーグルに限られず、不透明の表示部を備え、カメ
ラにより撮像した外界の画像を表示部に表示させる、不透過型ゴーグルであってもよい。
また、例えば、ＨＭＤ３は、ゴーグル型に限らず、眼鏡型、ヘルメット型などであっても
よい。
【００２５】
　図２は、超音波診断装置の構成の一例を示すブロック図である。
【００２６】
　超音波診断装置１は、制御部１０と、送受信部１１と、記憶部１２と、操作部１３と、
第１の表示部１４とを有する。また、ＨＭＤ３は、カメラ３０と、第２の表示部３１とを
有する。
【００２７】
　送受信部１１は、観察プローブ２について超音波の送信処理及び超音波エコーの受信処
理を行う。具体的には、送受信部１１は、観察プローブ２に対して駆動信号を出力する。
観察プローブ２は、例えば、２次元アレイ状に配列された超音波トランスデューサー素子
を含む超音波トランスデューサーデバイス（図示せず）を備えており、この超音波トラン
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スデューサーデバイスが駆動信号を超音波に変換して、送出する。
【００２８】
　また、観察プローブ２が備える超音波トランスデューサーデバイスは、観察対象からの
超音波エコーを超音波診断装置１に対して送出する。送受信部１１は、観察プローブ２か
らの超音波エコーを電気信号に変換する。また、送受信部１１は、当該電気信号（アナロ
グ信号）に対して、増幅、検波、Ａ／Ｄ（アナログ／デジタル）変換、位相合わせなどの
処理を行い、処理後の電気信号である受信信号（デジタルデータ）を、制御部１０に対し
て出力する。
【００２９】
　上述のとおり、観察プローブ２は、３次元空間をスキャンする超音波プローブである。
従って、送受信部１１は、後述する広範囲モードでは、例えば、スライス方向（図３（Ａ
）のＳＬ）の各スライス位置で、スキャン方向（スライス方向と直交する方向、（図３（
Ａ）のＳＣ）に、スキャンライン毎に超音波の送信処理及び超音波エコーの受信処理を行
うことで、スライス位置毎に超音波送出方向に沿った２次元平面を構成する各スキャンラ
インのデジタルデータを得ることができる。すなわち、３次元のデジタルデータを得るこ
とができる。
【００３０】
　また、送受信部１１は、後述する通常モードでは、例えば、所定のスライス位置（例え
ばスライス方向の範囲の中央位置）で、スキャンライン毎に超音波の送信処理及び超音波
エコーの受信処理を行うことで、超音波送出方向に沿った２次元平面を構成する各スキャ
ンラインのデジタルデータを得ることができる。
【００３１】
　記憶部１２は、制御部１０が処理に使用するデータなどを記憶する。記憶部１２は、例
えばフラッシュＲＯＭ（Read Only Memory）などの不揮発性の記憶装置で実現することが
できる。
【００３２】
　操作部１３は、ユーザーの操作入力を受け付け、操作に応じた操作信号を制御部１０に
出力する。操作部１３は、例えば、キーボード、ダイヤル、スライダー、ポインティング
デバイス、タッチセンサー、タッチパネルなどの入力装置で実現することができる。
【００３３】
　第１の表示部１４は、制御部１０から出力される各種画像（超音波画像、メニュー、ア
イコンなど）を表示する。第１の表示部１４は、例えば、ＬＣＤ（Liquid Crystal Displ
ay）、有機ＥＬ（Electro-Luminescence）ディスプレイ、ＣＲＴ（Cathode Ray Tube）デ
ィスプレイなどで実現することができる。
【００３４】
　カメラ３０は、外界の像を撮像し、撮像した画像を超音波診断装置１（制御部１０）出
力する。上述したように、カメラ３０は、ユーザーの視界に対応する方向を撮像する。カ
メラ３０は、例えば、ＣＣＤ（Charge Coupled Devices）イメージセンサー、ＣＭＯＳ（
Complementary Metal Oxide Semiconductor）イメージセンサーなどを含む。
【００３５】
　第２の表示部３１は、超音波診断装置１（制御部１０）から出力される各種画像（超音
波画像、メニュー、アイコンなど）を表示する。第２の表示部３１は、上述したように、
例えば、透過型ＬＣＤなどで実現することができる。
【００３６】
　制御部１０は、超音波診断装置１を統合的に制御する。また、制御部１０は、第１の画
像処理部１０１と、第２の画像処理部１０２と、動作モード決定部１０３（本発明の切替
部に相当する）と、観察プローブ検出部１０４（本発明の検出部に相当する）と、視線方
向検出部１０５と、撮像画像取得部１０６とを有する。
【００３７】
　第１の画像処理部１０１は、後述する通常モードにおいて、送受信部１１から出力され
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る２次元平面を構成する各スキャンラインのデジタルデータに基づいて、超音波送出方向
に対応した２次元平面の超音波画像を生成する。また、第１の画像処理部１０１は、生成
した超音波画像を、第１の表示部１４に出力して表示させる。
【００３８】
　第１の画像処理部１０１における超音波画像の生成方法は特に限定されないが、例えば
次のように超音波画像を生成すればよい。例えば、第１の画像処理部１０１は、デジタル
データのエコー信号の振幅強度に応じたＢモード信号を生成し、Ｂモード信号から算出し
た画素値を超音波送出方向に対応した２次元平面にマッピングする。また、例えば、第１
の画像処理部１０１は、デジタルデータのエコー信号の周波数遷移を検出して、観察対象
の組織や血流などの移動速度を抽出したドプラ信号を生成し、ドプラ信号から算出した速
度値を色情報に変換した画素値を超音波送出方向に対応した２次元平面にマッピングする
。
【００３９】
　第２の画像処理部１０２は、後述する広範囲モードにおいて、送受信部１１から出力さ
れる３次元空間のデジタルデータに基づいて、超音波送出方向に交差する（超音送出方向
とは異なる方向に対応する）２次元断層面の超音波画像を生成する。また、第２の画像処
理部１０２は、生成した超音波画像を、ＨＭＤ３に出力して第２の表示部３１に表示させ
る。
【００４０】
　第２の画像処理部１０２における超音波画像の生成方法は特に限定されないが、例えば
次のように超音波画像を生成すればよい。図３は、断層画像の生成処理の一例を説明する
図である。例えば、第２の画像処理部１０２は、３次元空間のデジタルデータからＢモー
ド信号やドプラ信号を生成し、Ｂモード信号やドプラ信号から算出した画素値を３次元空
間にマッピングしたボリュームデータＶを生成する（図３（Ａ）、（Ｂ））。
【００４１】
　それから、第２の画像処理部１０２は、視線方向検出部１０５からユーザーの視線方向
Ｅを取得し、当該視線方向Ｅと所定角度で交差するボリュームデータＶの断面Ｗを特定し
、当該断面Ｗの画素値を２次元平面にマッピングした断層画像を生成する（図３（Ｃ））
。この所定角度は、特に限定されないが、例えば、視線方向Ｅ対して直角とすることがで
きる。所定角度の設定は、操作部１３を介して、又は、ＨＭＤ４に接続された若しくは備
えられる操作部（図示せず）を介して、第２の画像処理部１０２がユーザーから受け付け
るようにしてもよい。
【００４２】
　ここで、視線方向Ｅと所定角度で交差する断面Ｗは複数存在するが、第２の画像処理部
１０２は、所定規則に従って、複数の断面Ｗのうち１つを選択して断層画像を生成する。
この所定規則は、特に限定されないが、例えば、複数の断面のうち最も面積が広い断面を
選択したり、所定値以上の面積を有する断面のうち視点に最も近い断面を選択したりする
ことができる。また、例えば、図４（断層画像の生成処理の他の例を説明する図）に示す
ように、時間の経過とともに異なる断面を選択するようにしてもよい（例えば、１秒間隔
で、所定距離間隔の断面を、断面Ｗ１、断面Ｗ２、断面Ｗ３・・・の順に選択する）。こ
のとき、視点に近い方から順に断面を選択してもよいし、視点に遠い方から順に断面を選
択してもよい。また、断面の選択は、操作部１３を介して、又は、ＨＭＤ３に接続された
若しくは備えられる操作部（図示せず）を介して、第２の画像処理部１０２がユーザーか
ら受け付けるようにしてもよい。
【００４３】
　図２の説明に戻って、動作モード決定部１０３は、超音波診断装置１の動作モードを決
定し、決定した動作モードに応じて、観察プローブ２を用いたスキャン処理を切り替え制
御する。本実施形態には、動作モードとして、通常モード、及び広範囲モードがある。通
常モードは、観察プローブ２を用いて超音波送出方向に対応した２次元平面のスキャン処
理を実行するモードである。広範囲モードは、観察プローブ２を用いて３次元空間のスキ
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ャン処理を実行するモードである。本実施形態では、３次元空間は２次元平面よりも広い
スキャン範囲を含むため、通常モードに対して広範囲モードと呼んでいる。
【００４４】
　具体的には、動作モード決定部１０３は、観察プローブ検出部１０４から出力される、
カメラ３０の撮像画像内の観察プローブ２の検出の有無に基づいて、動作モードを決定す
る。図５は、動作モードの切り替えを説明する図である。図５は、観察対象Ｈを観察プロ
ーブ２で観察する場合を示している。
【００４５】
　観察プローブ２が撮像画像内に検出されない場合、動作モード決定部１０３は、通常モ
ードを選択し、送受信部１１の２次元平面スキャン及び第１の画像処理部１０１の動作を
実行させ、第２の画像処理部１０２の動作を停止させる。図５（Ａ）の例では、観察プロ
ーブ２がＨＭＤ３の撮像範囲に入っていないため、通常モードが選択される。この場合、
第２の表示部３１には、超音波画像が表示されず、第１の表示部１４には、超音波送出方
向に対応した超音波画像ＩＭ１が表示される。
【００４６】
　観察プローブ２が撮像画像内に検出されている場合、動作モード決定部１０３は、広範
囲モードを選択し、送受信部１１の３次元空間スキャン及び第２の画像処理部１０２の動
作を実行させ、第１の画像処理部１０１の動作を停止させる。図５（Ｂ）の例では、観察
プローブ２がＨＭＤ３の撮像範囲に入っているため、広範囲モードが選択される。この場
合、第２の表示部３１には、断層画像である超音波画像ＩＭ２が表示され、第１の表示部
１４には、超音波画像が表示されない（表示が抑止される）。
【００４７】
　図２の説明に戻って、観察プローブ検出部１０４は、撮像画像取得部１０６から出力さ
れる撮像画像から観察プローブ２を検出する。例えば、観察プローブ検出部１０４は、撮
像画像内のマーカー２Ｍの有無を検出することにより、観察プローブ２の有無を検出する
。また、例えば、観察プローブ検出部１０４は、撮像画像内のマーカー２Ｍの位置、大き
さ、形状などに基づいて、カメラ３０と観察プローブ２の相対的な位置関係を検出する。
すなわち、観察プローブ検出部１０４は、カメラ３０の位置及び撮像方向に対する、観察
プローブ２の位置及び向きを検出する。本実施形態では、例えば、検出された観察プロー
ブ２の位置及び向きを、観察プローブ２によりスキャンされる２次元平面又は３次元空間
の原点あるいは基準点として利用する。マーカーが設けられた被写体とカメラの相対的な
位置関係を求めるのには、既存の技術を用いることができるため、詳細な説明を省略する
。
【００４８】
　視線方向検出部１０５は、観察プローブ検出部１０４により観察プローブ２が検出され
た場合に、観察プローブ２の位置及び向きに対する、カメラ３０の位置及び撮像方向を検
出する。本実施形態では、例えば、検出したカメラ３０の位置及び撮像方向を、観察プロ
ーブ２によりスキャンされる３次元空間に対する視点位置及び視線方向として利用する。
【００４９】
　撮像画像取得部１０６は、カメラ３０からカメラ３０が撮像した撮像画像を取得し、観
察プローブ検出部１０４等の各部に出力する。
【００５０】
　制御部１０は、例えば、演算装置であるＣＰＵ（Central Processing Unit）、揮発性
の記憶装置であるＲＡＭ（Random Access Memory）、不揮発性の記憶装置であるＲＯＭ、
制御部１０と他のユニットを接続するインターフェイス（Ｉ／Ｆ）回路、外部の装置と通
信を行う通信装置、これらを互いに接続するバス、などを備えるコンピューターにより実
現することができる。コンピューターは、画像処理回路など各種の専用回路を備えていて
もよい。また、制御部１０は、ＡＳＩＣ（Application Specific Integrated Circuit）
などにより実現されてもよい。
【００５１】
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　上記の制御部１０の機能の少なくとも一部は、例えば、ＣＰＵがＲＯＭに格納された所
定のプログラムをＲＡＭに読み出して実行することにより実現することができる。制御部
１０の機能の少なくとも一部は、例えば、専用回路により実現してもよい。
【００５２】
　図６は、動作モード決定処理の一例を示すフローチャートである。
【００５３】
　まず、観察プローブ検出部１０４は、撮像画像取得部１０６を介してカメラ３０の撮像
画像を取得し、撮像画像内のマーカー２Ｍの有無を検出することにより、観察プローブ２
の有無を検出する（ステップＳ１０）。
【００５４】
　それから、動作モード決定部１０３は、ステップＳ１０の検出結果に基づいて、観察プ
ローブ２が撮像画像内に検出されたか否かを判定する（ステップＳ２０）。
【００５５】
　観察プローブ２が撮像画像内に検出されていないと判定した場合（ステップＳ２０でＮ
）、動作モード決定部１０３は、通常モードを選択し、送受信部１１の２次元平面スキャ
ン及び第１の画像処理部１０１の動作を実行させ、第２の画像処理部１０２の動作を停止
させる（ステップＳ３０）。ステップＳ３０の後、観察プローブ検出部１０４は、再びス
テップＳ１０の処理を実行する。
【００５６】
　なお、通常モードでは、送受信部１１は、観察プローブ２について超音波の送信処理及
び超音波エコーの受信処理を行って、受信信号を第１の画像処理部１０１に対して出力す
る。第１の画像処理部１０１は、送受信部１１から出力される２次元平面を構成する各ス
キャンラインのデジタルデータに基づいて、超音波送出方向に対応した２次元平面の超音
波画像を生成する。また、第１の画像処理部１０１は、生成した超音波画像を、第１の表
示部１４に出力して表示させる。
【００５７】
　観察プローブ２が撮像画像内に検出されたと判定した場合（ステップＳ２０でＹ）、動
作モード決定部１０３は、広範囲モードを選択し、送受信部１１の３次元空間スキャン及
び第２の画像処理部１０２の動作を実行させ、第１の画像処理部１０１の動作を停止させ
る（ステップＳ４０）。ステップＳ４０の後、観察プローブ検出部１０４は、再びステッ
プＳ１０の処理を実行する。
【００５８】
　なお、広範囲モードでは、送受信部１１は、観察プローブ２について超音波の送信処理
及び超音波エコーの受信処理を行って、受信信号（３次元のデジタルデータ）を第２の画
像処理部１０２に対して出力する。第２の画像処理部１０２は、送受信部１１から出力さ
れる３次元のデジタルデータから、ボリュームデータを生成し、例えば記憶部１２等の記
憶装置に格納する。
【００５９】
　図７は、画像表示処理（広範囲モード）の一例を示すフローチャートである。本フロー
チャートは、上述の広範囲モードにおいて生成されたボリュームデータに基づいて実行さ
れる。
【００６０】
　まず、観察プローブ検出部１０４は、撮像画像取得部１０６を介してカメラ３０の撮像
画像を取得し、撮像画像内のマーカー２Ｍの位置、大きさ、形状などに基づいて、カメラ
３０の位置及び撮像方向に対する、観察プローブ２の位置及び向きを検出する（ステップ
Ｓ１１０）。
【００６１】
　また、視線方向検出部１０５は、ステップＳ１１０の検出結果に基づいて、観察プロー
ブ２の位置及び向きに対する、カメラ３０の位置及び撮像方向（視点位置及び視線方向）
を検出する（ステップＳ１２０）。
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【００６２】
　それから、第２の画像処理部１０２は、ステップＳ１２０で検出された視線方向と、記
憶部１２等の記憶装置に格納されているボリュームデータとに基づいて、当該視線方向と
所定角度で交差するボリュームデータの断面を特定する（ステップＳ１３０）。
【００６３】
　それから、第２の画像処理部１０２は、ボリュームデータに基づいて、ステップＳ１３
０で特定した断面の画素値を２次元平面にマッピングした断層画像を生成する（ステップ
Ｓ１４０）。
【００６４】
　それから、第２の画像処理部１０２は、ステップＳ１４０で生成した断層画像（超音波
画像）を、ＨＭＤ３に出力して第２の表示部３１に表示させる（ステップＳ１５０）。ス
テップＳ１５０の後、観察プローブ検出部１０４は、再びステップＳ１１０の処理を実行
する。
【００６５】
　以上、本発明の第一実施形態について説明した。第一実施形態によれば、例えば、観察
プローブの通常モードによる第１の超音波画像が第１の表示部に表示され、観察プローブ
の広範囲モードによる第１の超音波画像とは方向が異なる第２の超音波画像が第２の表示
部に表示される。これにより、ユーザーは、観察プローブの２つのモードによりそれぞれ
異なる方向の画像を観察することができるので、観察したい部位（例えば、異常が推測さ
れる部位など）をより容易に判別できる。
【００６６】
　また、第一実施形態によれば、例えば、第１の超音波画像は、超音波送出方向と対応す
る画像であり、第２の超音波画像は、超音波送出方向と交差する断層画像である。これに
より、ユーザーは、超音波送出方向に対してそれぞれ異なる方向の画像を観察することが
できるので、観察したい部位をより容易に判別できる。
【００６７】
　また、第一実施形態によれば、例えば、第２の超音波画像は、ユーザーの視線方向と所
定角度で交差する断層画像である。これにより、ユーザーは、視線方向に応じた断面を観
察することができるので、観察したい部位をより容易に判別できる。
【００６８】
　また、第一実施形態によれば、例えば、第２の超音波画像は、視線方向と所定角度で交
差する断面から、時間の経過とともに異なる断面が選択される。これにより、ユーザーは
、操作を行わなくても超音波送出方向と交差する断面を複数観察することができるため、
観察したい部位をより容易に判別できる。
【００６９】
　また、第一実施形態によれば、例えば、観察プローブがＨＭＤの撮像画像に含まれてい
るか否かに応じて、広範囲モードと通常モードの一方が動作するように切り替えられる。
これにより、観察対象を見ている場合には第２の超音波画像が表示され、観察対象を見て
いない（第１の表示部１４を見ている）場合には、第１の超音波画像が表示される。ユー
ザーは、ＨＭＤで広範囲の観察を行ったり、ＨＭＤよりも大きなディスプレイで詳細な観
察を行ったりすることを簡単に行える。
【００７０】
　より具体的には、例えば、患者の体などの観察対象を観察する場合、観察プローブは患
者の体の上に置かれる。この状態で、ユーザーが患者の体と観察プローブを見ると、広範
囲モードにより広範囲の超音波画像が患者の体と重なってＨＭＤ３に表示されるため、ユ
ーザーは、患者の体内の概観を観察することができる。そして、ユーザーが患者の体と観
察プローブから視線を外して第１の表示部１４を見ると、広範囲モードが停止し、通常モ
ードにより詳細な超音波画像が第１の表示部１４に表示されるため、ユーザーは、患者の
体内の詳細を観察することができる。このように、ユーザーは広範囲モードと通常モード
をそれぞれ適した状況に応じて容易に切り替えて、広範囲モード画像と通常モード画像を
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比較検討することができるため、観察したい部位（例えば異常箇所など）の判別がより容
易になる。
【００７１】
＜第二実施形態＞
　第二実施形態は、通常モードの超音波画像上にユーザーの関心位置を示すマーカーを設
定し、広範囲モードの超音波画像上に対応するマーカーを表示する。以下、第一実施形態
と同様の構成については説明を省略し、異なる構成を中心に説明する。
【００７２】
　図８は、本発明の第二実施形態に係る超音波診断装置の構成例を示すブロック図である
。
【００７３】
　本実施形態では、制御部１０は、第一実施形態で説明した各部に加え、関心位置設定部
１０７を有する。
【００７４】
　ここで、関心位置を設定する際には、ユーザーは、通常モードで超音波診断装置１を動
作させ、観察プローブ２の位置及び向きを固定するものとする。また、ユーザーは、関心
位置を設定した際の観察プローブ２の位置及び向きを保ったまま、広範囲モードで超音波
診断装置１を動作させるものとする。
【００７５】
　関心位置設定部１０７は、通常モード中に、第１の表示部１４に表示された超音波送出
方向に対応した超音波画像上に、操作部１３を介してユーザーから関心位置の設定を受け
付ける。図９は、関心位置の設定を説明する図である。図９（Ａ）の例では、超音波診断
装置１は通常モードで動作しており、第１の表示部１４に表示された超音波画像ＩＭ１上
に、関心位置Ｍ１が設定されている。関心位置設定部１０７は、超音波画像ＩＭ１上の関
心位置Ｍ１の座標（第１の関心位置座標）を特定し、例えば記憶部１２等の記憶装置に格
納する。
【００７６】
　また、関心位置設定部１０７は、広範囲モード中に、特定した第１の関心位置座標と、
観察プローブ検出部１０４により検出された観察プローブ２の位置及び向きとに基づいて
、観察プローブ２のスキャン範囲（３次元空間のボリュームデータ）上の関心位置の座標
（第２の関心位置座標）を特定する。第２の関心位置座標は、例えば記憶部１２等の記憶
装置に格納する。
【００７７】
　第２の画像処理部１０２は、表示対象として特定した断面の座標範囲に、記憶部１２等
の記憶装置に格納されている第２の関心位置座標が含まれるか否かを判定する。また、第
２の画像処理部１０２は、断面の座標範囲に第２の関心位置座標が含まれる場合には、当
該断面の断層画像に、第２の関心位置座標に関心位置を示す画像を合成した超音波画像を
生成し、ＨＭＤ３に出力して第２の表示部３１に表示させる。図９（Ｂ）の例では、超音
波診断装置１は広範囲モードで動作しており、第２の表示部３１に表示された超音波画像
ＩＭ２上に、関心位置Ｍ２が表示されている。
【００７８】
　図１０は、関心位置設定処理（通常モード）の一例を示すフローチャートである。なお
、ユーザーは、通常モードで超音波診断装置１を動作させ、観察プローブ２の位置及び向
きを固定するものとする。
【００７９】
　まず、関心位置設定部１０７は、関心位置設定操作を受け付けたか否かを判定する（ス
テップＳ２１０）。具体的には、関心位置設定部１０７は、第１の表示部１４に表示され
た超音波送出方向に対応した超音波画像上に、操作部１３を介してユーザーから関心位置
の設定を受け付けたか否かを判定する。関心位置の設定を受け付けていないと判定した場
合（ステップＳ２１０でＮ）、関心位置設定部１０７は、再びステップＳ２１０の処理を
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実行する。
【００８０】
　関心位置の設定を受け付けたと判定した場合（ステップＳ２１０でＹ）、関心位置設定
部１０７は、超音波送出方向に対応した超音波画像上の第１の関心位置座標を特定し（ス
テップＳ２２０）、例えば記憶部１２等の記憶装置に格納する（ステップＳ２３０）。ス
テップＳ２３０の後、関心位置設定部１０７は、再びステップＳ２１０の処理を実行する
。
【００８１】
　図１１は、画像表示処理（広範囲モード）の一例を示すフローチャートである。なお、
記憶部１２等の記憶装置には、１つ以上の第１の関心位置座標が格納されているものとす
る。また、ユーザーは、関心位置を設定した際の観察プローブ２の位置及び向きを保った
まま、広範囲モードで超音波診断装置１を動作させるものとする。
【００８２】
　ステップＳ３１０、Ｓ３２０、及びステップＳ３３０は、ステップＳ１１０、ステップ
Ｓ１２０、及びステップＳ１３０（図７）と同様であるので、説明を省略する。なお、関
心位置設定部１０７は、記憶部１２等の記憶装置に格納されている第１の関心位置座標と
、観察プローブ検出部１０４により検出された観察プローブ２の位置及び向きとに基づい
て、観察プローブ２のスキャン範囲（３次元空間のボリュームデータ）上の関心位置の座
標（第２の関心位置座標）を特定する。第２の関心位置座標は、例えば記憶部１２等の記
憶装置に格納する。
【００８３】
　ステップＳ３３０の後、第２の画像処理部１０２は、記憶部１２等の記憶装置に格納さ
れている１つ以上の第２の関心位置座標のうち、ステップＳ３３０で特定した断面の座標
範囲に含まれるものがあるか否かを判定する（ステップＳ３４０）。
【００８４】
　断面の座標範囲に含まれる関心位置がないと判定した場合（ステップＳ３４０でＮ）、
第２の画像処理部１０２は、ボリュームデータに基づいて、ステップＳ３３０で特定した
断面の画素値を２次元平面にマッピングした断層画像を生成する（ステップＳ３５０）。
【００８５】
　断面の座標範囲に含まれる関心位置があると判定した場合（ステップＳ３４０でＹ）、
第２の画像処理部１０２は、ボリュームデータに基づいて、ステップＳ３３０で特定した
断面の画素値を２次元平面にマッピングした断層画像を生成するとともに、断層画像に、
第２の関心位置座標に当該関心位置を示す画像を合成する（ステップＳ３６０）。
【００８６】
　それから、第２の画像処理部１０２は、ステップＳ３５０で生成した断層画像（関心位
置が合成されていない超音波画像）、又は、ステップＳ３６０で生成した断層画像（関心
位置が合成された超音波画像）を、ＨＭＤ３に出力して第２の表示部３１に表示させる（
ステップＳ３７０）。ステップＳ３７０の後、観察プローブ検出部１０４は、再びステッ
プＳ３１０の処理を実行する。
【００８７】
　以上、本発明の第二実施形態について説明した。第二実施形態によれば、例えば、通常
モードによる第１の超音波画像上で設定された関心位置と対応する関心位置が、広範囲モ
ードによる第２の超音波画像上に表示される。これにより、第１の超音波画像上において
設定した関心位置を、第２の超音波画像上において確認できるため、観察作業の利便性が
高くなる。
【００８８】
＜第三実施形態＞
　第三実施形態は、広範囲モードの超音波画像上にユーザーの関心位置を示すマーカーを
設定し、通常モードの超音波画像上に対応するマーカーを表示する。以下、第一実施形態
と同様の構成については説明を省略し、異なる構成を中心に説明する。
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【００８９】
　本実施形態では、制御部１０は、第二実施形態と同様に、関心位置設定部１０７を有す
る。
【００９０】
　ここで、関心位置を設定する際には、ユーザーは、広範囲モードで超音波診断装置１を
動作させ、観察プローブ２の位置及び向きを固定するものとする。また、ユーザーは、関
心位置を設定した際の観察プローブ２の位置及び向きを保ったまま、通常モードで超音波
診断装置１を動作させるものとする。
【００９１】
　関心位置設定部１０７は、広範囲モード中に、第２の表示部３１に表示された超音波送
出方向に交差する２次元断層面の超音波画像上に、例えば、操作部１３を介して、又は、
ＨＭＤ３に接続された若しくは備えられる操作部（図示せず）を介して、ユーザーから関
心位置の設定を受け付ける。また、関心位置設定部１０７は、超音波画像ＩＭ２上の関心
位置Ｍ２と、観察プローブ検出部１０４により検出された観察プローブ２の位置及び向き
に基づいて、観察プローブ２のスキャン範囲（３次元空間のボリュームデータ）上の関心
位置の座標（第１の関心位置座標）を特定する。第１の関心位置座標は、例えば記憶部１
２等の記憶装置に格納する。
【００９２】
　また、関心位置設定部１０７は、通常モード中に、特定した第１の関心位置座標に基づ
いて、観察プローブ２のスキャン範囲（超音波送出方向に対応した２次元平面）上の関心
位置の座標（第２の関心位置座標）を特定する。
【００９３】
　本実施形態では、制御部１０は、通常モードでは、設定された第１の関心位置座標に基
づいて、当該関心位置を含むスキャン範囲（超音波送出方向に対応した２次元平面）のス
ライス位置を選択する。そして、送受信部１１は、選択されたスライス位置において、観
察プローブ２について超音波の送信処理及び超音波エコーの受信処理を行う。
【００９４】
　第１の画像処理部１０１は、選択されたスライス位置において、観察プローブ２のスキ
ャンした２次元平面の超音波画像に、第２の関心位置座標に関心位置を示す画像を合成し
た超音波画像を生成し、第１の表示部１４に出力して表示させる。
【００９５】
　図１２は、関心位置設定処理（広範囲モード）の一例を示すフローチャートである。な
お、ユーザーは、広範囲モードで超音波診断装置１を動作させ、観察プローブ２の位置及
び向きを固定するものとする。
【００９６】
　まず、関心位置設定部１０７は、関心位置設定操作を受け付けたか否かを判定する（ス
テップＳ４１０）。具体的には、関心位置設定部１０７は、第２の表示部３１に表示され
た超音波送出方向に交差する２次元断層面の超音波画像上に、操作部１３を介して、又は
、ＨＭＤ３に接続された若しくは備えられる操作部（図示せず）を介して、ユーザーから
関心位置の設定を受け付けたか否かを判定する。関心位置の設定を受け付けていないと判
定した場合（ステップＳ４１０でＮ）、関心位置設定部１０７は、再びステップＳ４１０
の処理を実行する。
【００９７】
　関心位置の設定を受け付けたと判定された場合（ステップＳ４１０でＹ）、観察プロー
ブ２が検出される（ステップＳ４２０）。具体的には、観察プローブ検出部１０４は、撮
像画像取得部１０６を介してカメラ３０の撮像画像を取得し、撮像画像内のマーカー２Ｍ
の位置、大きさ、形状などに基づいて、カメラ３０の位置及び撮像方向に対する、観察プ
ローブ２の位置及び向きを検出する。
【００９８】
　それから、関心位置設定部１０７は、観察プローブ２の広範囲モード画像上の関心位置
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座標を特定する（ステップＳ４３０）。具体的には、関心位置設定部１０７は、ステップ
Ｓ４１０で受け付けた超音波画像ＩＭ２上の関心位置Ｍ２と、ステップＳ４２０で検出さ
れた観察プローブ検出部１０４により検出された観察プローブ２の位置及び向きに基づい
て、観察プローブ２のスキャン範囲（３次元空間のボリュームデータ）上の第１の関心位
置座標を特定する。
【００９９】
　それから、関心位置設定部１０７は、ステップＳ４３０で特定した観察プローブ２のス
キャン範囲（３次元空間のボリュームデータ）上の第１の関心位置座標を、記憶部１２等
の記憶装置に格納する（ステップＳ４４０）。ステップＳ４４０の後、関心位置設定部１
０７は、再びステップＳ４１０の処理を実行する。
【０１００】
　図１３は、画像表示処理（通常モード）の一例を示すフローチャートである。なお、記
憶部１２等の記憶装置には、１つの第１の関心位置座標が格納されているものとする。ま
た、ユーザーは、関心位置を設定した際の観察プローブ２の位置及び向きを保ったまま、
通常モードで超音波診断装置１を動作させるものとする。また、送受信部１１は、第１の
関心位置座標を含むスキャン範囲（超音波送出方向に対応した２次元平面）のスライス位
置において、超音波の送信処理及び超音波エコーの受信処理を行う。
【０１０１】
　まず、関心位置設定部１０７は、記憶部１２等の記憶装置に格納されている第１の関心
位置座標に基づいて、観察プローブ２のスキャン範囲（超音波送出方向に対応した２次元
平面）上の関心位置の座標（第２の関心位置座標）を特定する（ステップＳ５１０）。
【０１０２】
　それから、第１の画像処理部１０１は、各スキャンラインのデジタルデータに基づいて
、超音波送出方向に対応した２次元平面の超音波画像を生成するとともに、当該超音波画
像に、第２の関心位置座標に関心位置を示す画像を合成する（ステップＳ５２０）。
【０１０３】
　それから、第１の画像処理部１０１は、ステップＳ５２０で生成した超音波画像（関心
位置が合成された超音波画像）を、第１の表示部１４に出力して表示させる（ステップＳ
５３０）。ステップＳ５３０の後、再びステップＳ５１０の処理が実行される。
【０１０４】
　以上、本発明の第三実施形態について説明した。第三実施形態によれば、例えば、広範
囲モードによる第２の超音波画像上で設定された関心位置と対応する関心位置が、通常モ
ードによる第１の超音波画像上に表示される。これにより、第２の超音波画像上において
設定した関心位置を、第１の超音波画像上において確認できるため、観察作業の利便性が
高くなる。
【０１０５】
＜第四実施形態＞
　第四実施形態は、断層画像の替わりに、ボリュームデータに基づいて生成した３Ｄモデ
ル画像を表示するものである。以下、第一実施形態と同様の構成については説明を省略し
、異なる構成を中心に説明する。
【０１０６】
　図１４は、本発明の第四実施形態に係る超音波診断装置の構成例を示すブロック図であ
る。
【０１０７】
　本実施形態では、制御部１０は、第一実施形態で説明した各部に加え、モデル生成部１
０８を有する。
【０１０８】
　第２の画像処理部１０２は、ボリュームデータの生成は行うが、断層画像の生成は行わ
ない。第２の画像処理部１０２は、モデル生成部１０８により生成された３Ｄモデルを２
次元平面にマッピングした超音波画像を生成し、ＨＭＤ３に出力して第２の表示部３１に
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表示させる。
【０１０９】
　モデル生成部１０８は、第２の画像処理部１０２により生成されたボリュームデータか
ら特徴を抽出し、当該抽出した特徴を含む３Ｄモデルを生成し、記憶部１２等の記憶装置
に格納する。特徴部分の抽出方法は特に限定されないが、例えば、Ｂモード画像が示す各
画素のうち、輝度値が所定の閾値を超える画素を抽出すればよい。
【０１１０】
　図１５は、画像表示処理（広範囲モード）の一例を示すフローチャートである。なお、
３Ｄモデルは、第２の画像処理部１０２によりボリュームデータが更新される度に、モデ
ル生成部１０８により更新されて、記憶装置に格納されている。
【０１１１】
　ステップＳ６１０、及びステップＳ６２０は、ステップＳ１１０、及びステップＳ１２
０（図７）と同様であるので、説明を省略する。
【０１１２】
　ステップＳ６２０の後、第２の画像処理部１０２は、ステップＳ６２０で検出された視
線方向と、記憶装置に格納されている３Ｄモデルとに基づいて、当該視線方向から見た３
Ｄモデルを２次元平面にマッピングした３Ｄモデル画像を生成する（ステップＳ６３０）
。
【０１１３】
　それから、第２の画像処理部１０２は、ステップＳ６３０で生成した３Ｄモデル画像（
超音波画像）を、ＨＭＤ３に出力して第２の表示部３１に表示させる（ステップＳ６４０
）。ステップＳ６４０の後、観察プローブ検出部１０４は、再びステップＳ６１０の処理
を実行する。
【０１１４】
　以上、本発明の第四実施形態について説明した。第四施形態によれば、例えば、広範囲
モードによるスキャン範囲内の３Ｄモデルが、ＨＭＤに表示される。これにより、ユーザ
ーは、断層画像を表示する場合と比べて、立体的な広い範囲を一目で観察することができ
るため、観察したい部位（例えば、異常が推測される部位など）をより容易に判別できる
。
【０１１５】
＜その他変形例＞
　本発明は、上述の各実施形態に限られるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲にお
いて種々の態様で実施することが可能である。例えば、上述の各実施形態は、一つ以上を
組み合わせてもよい。また、上記の各実施形態には、例えば下記のような変形を加えても
よい。
【０１１６】
　上記の各実施形態では、ボリュームデータの断面は、視線方向を基準として決定してい
るが、例えば、観察プローブ２の超音波送出方向を基準として決定してもよい。具体的に
は、第２の画像処理部１０２は、観察プローブ検出部１０４から、カメラ３０の位置及び
撮像方向に対する、観察プローブ２の位置及び向きを検出する。そして、第２の画像処理
部１０２は、観察プローブ２の向きを超音波送出方向として取得し、当該超音波送出方向
と所定角度で交差するボリュームデータＶの断面Ｗを特定する。所定角度の決定方法や断
面の選択方法は、視線方向を用いた場合と同様である。このようにすれば、観察プローブ
２の向きは静的であるため、視線方向の変化に係わらず、安定した断層画像を表示するこ
とができる。
【０１１７】
　上記の第二及び第三実施形態において、設定及び表示される関心位置は、点に限らず、
例えば、線、面などの各種の図形、すなわち点の集合であってもよい。また、例えば、第
１の画像処理部１０１及び第２の画像処理部１０２は、関心位置を示す画像を、超音波画
像の変化（超音波画像内の特徴の変化）に追従して表示するようにしてもよい。
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【０１１８】
　上記の各実施形態において、第１の画像処理部１０１は、例えば、送受信部１１から出
力される２次元平面を構成する各スキャンラインのデジタルデータに基づいて、所定のア
ルゴリズムにより特徴部分（例えば、病変部分）を抽出し、超音波画像に合成するように
してもよい。また、例えば、第２の画像処理部１０２は、送受信部１１から出力される３
次元空間のデジタルデータに基づいて、所定のアルゴリズムにより特徴部分（例えば、病
変部分）を抽出し、超音波画像に合成するようにしてもよい。このようにすれば、観察し
たい部位をより容易に判別できる。
【０１１９】
　なお、図２、図８、及び図１４で示した超音波診断装置１の構成は、超音波診断装置１
の構成を理解容易にするために、主な処理内容に応じて分類したものである。構成要素の
分類の仕方や名称によって、本願発明が制限されることはない。超音波診断装置１の構成
は、処理内容に応じて、さらに多くの構成要素に分類することもできる。また、１つの構
成要素がさらに多くの処理を実行するように分類することもできる。また、各構成要素の
処理は、１つのハードウェアで実行されてもよいし、複数のハードウェアで実行されても
よい。また、各構成要素の処理又は機能の分担は、本発明の目的を達成できるのであれば
、上述したものに限られない。
【０１２０】
　また、図６等で示したフローチャートの処理単位は、超音波診断装置１の処理を理解容
易にするために、主な処理内容に応じて分割したものである。処理単位の分割の仕方や名
称によって、本願発明が制限されることはない。超音波診断装置１の処理は、処理内容に
応じて、さらに多くの処理単位に分割することもできる。また、１つの処理単位がさらに
多くの処理を含むように分割することもできる。さらに、上記のフローチャートの処理順
序も、図示した例に限られるものではない。
【０１２１】
　なお、上記の実施形態では、超音波診断装置１には、観察プローブ２、及びＨＭＤ３は
含まれていない。しかし、例えば、観察プローブ２、及びＨＭＤ３のいずれか１つ以上を
超音波診断装置１に含めたものを、超音波診断装置と呼んでもよい。
【符号の説明】
【０１２２】
１：超音波診断装置、２：観察プローブ、２Ｍ：マーカー、１０：制御部、１１：送受信
部、１２：記憶部、１３：操作部、１４：第１の表示部、３０：カメラ、３１：第２の表
示部、１０１：第１の画像処理部、１０２：第２の画像処理部、１０３：動作モード決定
部、１０４：観察プローブ検出部、１０５：視線方向検出部、１０６：撮像画像取得部、
１０７：関心位置設定部、１０８：モデル生成部、ＩＭ１：超音波画像、ＩＭ２：超音波
画像、Ｍ１：関心位置、Ｍ２：関心位置、Ｖ：ボリュームデータ、Ｗ：断面
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